
ABSセミナー
生物多様性条約 名古屋議定書の説明会を開催します

海外の生物サンプルを利用するみなさまへ

The Fair and Equitable Access and Benefit–Sharing in Using Genetic Resources

講師：森岡 一 客員教授
（琉球大学 研究企画室アドバイザー）

京都大学 農学博士
1975年に味の素株式会社に入社．2001年から同社知的財産セン
ターに所属．2012年から2017年まで国立遺伝学研究所知的財産
室に所属し，生物多様性条約名古屋議定書（ABS）問題に従事．
著書に『生物遺伝資源のゆくえー知的財産制度からみた生物多様性
条約』など．

場所：琉球大学 研究者交流施設・50周年記念館（1F多目的室）

日時：令和2年3月2日（月）14：30–16：30

参加申込みはこちらから↓
https://gspd.skr.u-ryukyu.ac.jp/gakusaibu/kenkyu/?p=23129

＊3/3 に個別相談も受付けます。（事前申込み・予約制）

問い合わせ：琉球大学 研究推進課 ABS担当 098-895-8183   anzen@acs.u-ryukyu.ac.jp

学外の方の
聴講も歓迎

主催：琉球大学 研究推進機構

https://gspd.skr.u-ryukyu.ac.jp/gakusaibu/kenkyu/?p=23129


会場のご案内
（琉球大学千原キャンパス研究者交流施設・50周年記念館 1F）

会場：研究者交流施

設・50周年記念館


